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１．道路技術小委員会の設置について
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（１） 道路技術小委員会の設置の背景

○道路に関する技術基準は国が制定
○技術基準の制定に当たり、第三者による調査・検討、意見を伺うことを目的として、
社会資本整備審議会道路分科会の下に道路技術小委員会を設置社会資本整備審議会道路分科会の下に道路技術小委員会を設置

背 景

・本年6月に発出した定期点検要領は、道路メンテナンス技術小委員会を設置し、分野横断的な調査、検討を
経て制定

・同委員会中間とりまとめ 「道路のメンテナンスサイクルの構築に向けて」（平成25年6月）において、技術基同委員会中間 りま 道路 ンテナン サイクル 構築 向け 」（平成 年 月） お 、技術基
準について、定期的な見直しを行うことや新設時における設計面の工夫を取り入れること等、指摘

→ 点検基準の運用状況や新設も含めた技術基準のあり方等について、次なる取組が必要
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※道路メンテナンス技術小委員会



技術基準制定の流れ
（２）道路技術小委員会の調査・検討の進め方（案）

○道路技術小委員会は、道路構造物の基準のあり方を調査、検討し、その結果を道路分
科会に報告

道路分科会運営規則
第1条社会資本整備審議会

○結果を踏まえて、国が技術基準を制定・通知

第1条
道路分科会長は、（略） 小委員会を設置して調査させることができる。

第3条
委員長は、調査を終了したときは、速やかに調査結果を道路分科会長に報告す
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委員長 、 、 果 長
るものとする。

道路技術小委員会

報告設置

道路技術小委員会運営規則（案）
第 条道路技術小委員会

開催
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査
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第2条
小委員会は、（略） 道路に関する技術基準やその運用状況を総点検し、道路構

造物の基準のあり方を調査、検討する。

第 条
分野別会議

討 第3条
委員長は、（略） あらかじめ別に定める特定の議題に関し、委員等以外の者に

その意見を述べ又は説明を行うことを求める場合に限り、当該担当の委員等のう
ちから座長を指名し、その出席をもって会議を開催することができる。

2
前項の規定に基づき会議を開催した場合には、座長は、その会議の状況を報告

しなければならない。結果を踏まえて、国が技術基準を制定・通知



分野別会議の開催等について
（２）道路技術小委員会の調査・検討の進め方（案）

○個別の技術基準に係る詳細な調査・検討については、必要に応じ分野別の会議（6分
野）を開催

○委員長は当該分野担当委員から座長を指名し、その出席をもって会議を開催
○分野別会議では委員以外のものが出席し、意見を述べ又は説明を行う
○分野別会議の結果については、道路技術小委員会に報告○分野別会議の結果については、道路技術小委員会に報告

道路技術小委員会

分野別会議

○橋梁分野 （秋山委員 二羽委員）

道路技術小委員会運営規則（案）第３条２項に規定する
あらかじめ別に定める「特定の議題」と「担当の委員」

○橋梁分野 （秋山委員、二羽委員）
○トンネル分野 （西村委員）
○舗装分野 （秋葉委員）
○附属物分野 （元田委員）
○土工構造物分野 （笹原委員 常田委員）

会議結果の報告

○土工構造物分野 （笹原委員、常田委員）
○道路緑化分野 （濱野委員）

※分野ごとに担当委員以外の学識者等から意見の開陳等を実施

道路技術小委員会
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（２）道路技術小委員会の調査・検討の進め方（案）

調査・検討の主な視点の例

○道路技術小委員会では技術基準の社会的意義、基本的方向性等、大局的な分野横
断の視点からの検討を実施

○各技術基準における詳細な技術的課題にあたっては、必要に応じ分野別会議を開催
し、専門的な意見を聴取、反映

技術基準制定・改正の意義・必要性
（技術基準が今必要かどうか 社会的に求められているか）

道路技術小委員会での主な調査、検討事項

（技術基準が今必要かどうか、社会的に求められているか）

技術基準の位置づけ（法令上の位置づけ、規定の範囲）
（技術基準として国がどこまで関与するか）

技術基準の基本的事項
（基本的な設計思想、技術基準に規定する事項） 等

分野別会議

詳細な技術的知見の聴取

反映
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詳細な技術的知見の聴取
（調査・計画方法、設計方法、設計照査方法 等）


